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２ 大規模建築物等景観形成指針 

① 目的 

この指針は、都市開発諸制度などを活用して計画される大規模建築物等を中心に、

魅力ある景観が形成されるよう建築物の壁面の位置や規模、色彩、屋外広告物等を

適切に誘導することを目的とする。 

② 誘導区域 

都内全域 

③ 大規模建築物等の建築等に係る景観形成基準 

大規模建築物等の建築等に係る事前協議の景観形成基準は、図表３-2 のとおりと

する。 

この基準は、風格のある都市景観の形成を図るための誘導指針であり、「新しい都

市づくりのための都市開発諸制度活用方針」※１の一部として運用する。 

なお、国会議事堂、迎賓館、明治神宮聖徳記念絵画館及び東京駅丸の内駅舎の周

辺の景観誘導区域、浜離宮恩賜庭園など文化財庭園等の周辺の景観誘導区域、水辺

景観形成特別区域の景観誘導区域、皇居周辺地域の景観誘導区域については、図表

3-2 の景観形成基準に加え、別に定める基準（１４３ページから１７４ページまで

に記載）に適合しなければならない。 

また、地域の個性を生かした景観誘導（１７５ページから１７７ページまでに記

載）を行う区域については、図表 3-2 の景観形成基準によらず、当該区域を対象に

適用する景観形成指針に基づく景観形成基準を適用するものとする。 

 

項 目 景観形成基準 

建築物の配置 □ 隣地・隣棟間隔を十分に確保する。 

高さ・規模等 
□ 周辺の建築物群と統一感のあるスカイラインとする。 

□ 長大な壁面をもつ建築物とならないように計画する。 

形態・意匠、 

色彩、素材 

□ 色彩は、別表２（11８・11９ページ参照）の色彩基準に適合す

るとともに、周辺景観との調和を図る。 

□ 街並みの中で、著しく目立つものとして認識される赤や金色など

の着色をしたガラスを使用しない。 

□ 機械式駐車場・タワーパーキングなどの駐車場の設置に当たって

は、建築物内に収めるなど建築物と一体的な計画とする。 

屋外広告物等 

     ※ 

□ 建築物の屋上には屋外広告物を設置しない。 

□ 建築物等の３階を超える部分又は地盤面からの高さが 10ｍ以上

の部分（人工地盤やデッキなどがある場合は、周囲の状況により

個別判断する。）に設置する広告物は、以下に掲げる基準に適合

するものとする。 

                                         
※１ 新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針：８０ページ参照 

図表 3-2 大規模建築物等の建築等に係る景観形成基準 
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□ 建築物の窓面の内側から広告物及びこれに類するものを表示し

ない。 

□ 建築物の壁面に設置する広告物（以下「壁面広告物」という。）

は、自社名、ビル名、店名又は商標を表示するものに限る。 

□ 壁面広告物は、光源を使用する場合は、白色系とする。ただし、

光源が点滅しないものに限る。 

□ 壁面を使って投射する広告物は使用しない。 

□ ビル名の文字などを表示する壁面広告物は、高さを３ｍ以下、長

さをおおむね壁面幅の１/３以下とする。 

その他 

□ その他緑化に関する事項等については、景観法に基づく届出制度

による景観形成基準（第 2 章で示された各基準）に適合したもの

とする。 

  ※ただし、屋外広告物等の景観形成基準については、平成 7 年東京都告示第 1304

号に定める広告協定地区（臨海部）は除く。 

 

④ その他 

大規模建築物等の建築等に係る事前協議の対象及び協議の時期については、  

1３７ページから 1４０ページまでに記載する内容とする。 
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(5）地域の個性を生かした景観誘導 

 

① 目的 

大規模建築物等が複数計画される区域では、それらの計画を一体的に捉えて景観

誘導を図ることにより、より良好な景観の形成が可能となる場合がある。 

このため、大規模建築物等が複数計画される区域において一体的に景観形成を図

るための指針（以下「特定区域景観形成指針」という。）を定め、この指針に基づき

事前協議を行うことにより、地域の個性を生かした景観を誘導することを目的とす

る。 

 

② 特定区域景観形成指針案の策定主体及び要件 

大規模建築物等が複数計画される区域で建築等を行おうとする事業者（以下「事

業者」という。）と地元自治体が協議し、特定区域景観形成指針案を策定する。 

策定に当たっては、以下の要件を満たすものとする。 

 ・大規模建築物等の建築等を行おうとする事業者の全員の合意を得るとともに、

特定区域景観形成指針案を適用しようとする区域内の地権者に十分な理解

を得る努力がなされていること。 

 ・地元からの意見を聴取し、意見の反映に努めること。 

    

③ 特定区域景観形成指針案の策定項目 

特定区域景観形成指針案には、以下の項目を定める。 

１） 適用区域 

  大規模建築物等が複数計画される区域において、それらの計画の敷地及びそれ

に隣接する道路等を含む一団の土地で、地域の個性を生かして景観形成を図るこ

とが望ましい区域とする。 

 

２） 景観形成の方針 

  適用区域において、将来目指すべき景観を形成していくための方針であり、適

用区域周辺の景観との調和に十分配慮したものであるとともに、東京都景観計画

の理念と整合したものとする。 
 

３） 景観形成基準 

  景観形成の方針を踏まえ、適用区域において、当該区域内の建築物に係る配置、

形態・意匠、屋外広告物等の項目について、地域の個性を生かした良好な景観の

形成を図るために必要な基準とする。 
 

４） 運用体制 

  適用区域内の大規模建築物等の建築等に係る建築計画が、当該景観形成基準に

適合するよう、地元自治体と景観形成に関する調整の仕組みを講じるなど、良好

な景観形成の実現に向けて適切に誘導できる体制とする。 

ir013801250
線

ir013801250
長方形



第３章 都市づくりと連携した景観施策の展開 

- 176 - 

④ 特定区域景観形成指針案の認定 

 

１） 協議・提案 

 東京都景観条例第７条第２項により、地元自治体は、都に特定区域景観形成指

針案を提案し、協議を求める。 

 

２） 認定 

 都は、提案を受けた特定区域景観形成指針案について、以下の点を満たしてい

るか否かを審査し、当該提案内容が当該区域の個性を生かした景観を創出するも

のとして適切と判断した場合は、都の特定区域景観形成指針として認定する。 

・大規模建築物等の建築等を行おうとする事業者の全員の合意が得られていると

ともに、特定区域景観形成指針案の適用区域内の地権者に対して、十分な理解

を得る努力がなされていること。 

・地元からの意見に対する十分な配慮 

・東京都景観計画の理念との整合性 

・景観形成の方針、景観形成基準及び運用体制の妥当性 

 

３）「事前協議の取扱要綱」の策定 

 都は、特定区域景観形成指針案を認定する際に、事前協議における詳細な取扱

いを定めた事前協議の取扱要綱を策定する。 

なお、事前協議における景観審議会の意見聴取の有無については、当該取扱要

綱で規定するものとする。 

 

４） 景観審議会の意見聴取 

   特定区域景観形成指針案の認定及び事前協議の取扱要綱の策定に当たり、東京

都景観審議会の意見を聴取するものとする。 

 

⑤ 特定区域景観形成指針の変更 

 特定区域景観形成指針を変更する場合は、上記②から④までを準用するものとす

る。 

 

⑥ 特定区域景観形成指針に基づく事前協議 

特定区域景観形成指針の適用区域内の大規模建築物等の建築計画について、当該

景観形成指針に基づき、複数の計画を一体的に捉えて、良好な景観の形成を誘導す

る。 
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